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11月の健康相談等

11月の健康相談等
城東保健相談所

☎03-3637-6521 FAX03-3637-6651
深川保健相談所

☎03-3641-1181 FAX03-3641-5557

深川南部保健相談所
※潮見2-8-7に移転

☎03-5632-2291 FAX03-5632-2295

城東南部保健相談所
☎03-5606-5001 FAX03-5606-5006

区分 亀戸・大島・東砂(1～3丁目) 下記※1をご確認ください 塩浜・枝川・豊洲・東雲・有明・辰巳・
潮見・青海・海の森 下記※2をご確認ください

一般精神保健相談

区内在住の方
（予約制です。
電話・FAXまたは
各保健相談所で
お申し込み
ください）

17㈪・21㈮・27㈭ 14：00～15：30 20㈭ 13：30～15：45
28㈮ 9：30～11：45 10㈪ 14：00～15：30 14㈮ 13：30～15：45

思春期精神保健相談 7㈮ 14：00～15：30 4㈫ 13：30～15：45 10㈪ 14：00～15：30 12㈬ 9：30～11：45
25㈫ 14：00～15：30

子育て相談 6㈭・28㈮ 13：30～15：00 21㈮ 13：30-15：40 28㈮ 13：30～15：30 7㈮ 13：30～16：30
高齢者精神保健相談 14㈮ 13：30～15：00 今回の予定はありません 今回の予定はありません 28㈮ 13：30～15：45
難病療養相談 10㈪ 13：30～14：30 27㈭ 13：30-15：30 20㈭ 14：00～15：30 今回の予定はありません
栄養相談 10㈪・17㈪ 9：00～15：30 10㈪・17㈪ 9：00～15：30 13㈭･26㈬ 9：00～15：30 14㈮・26㈬ 9：00～15：30

育児学級

9～10か月児の
保護者 19㈬ 9：30～11：00 21㈮ 9：30～11：15 13㈭ 9：30～11：00 4㈫ 9：30～11：00

1歳6か月～2歳
未満児の保護者 26㈬ 9：30～11：00 28㈮ 9：30～11：00 26㈬ 9：30～11：00 11㈫ 9：30～11：00

●両親学級(平日版・休日版)の詳細は区HPで　●4か月児健康診査、3歳児健康診査、1・2歳児歯科相談は、対象者に個別で通知。詳細は区HPで  ●アルコールの相談については、各保健相談所へ
●食の安全については、食品衛生第1・2・3係☎03-3647-5812へ　●シックハウスについては、環境衛生係☎03-3647-5862へ　●上記以外の医療については、医療相談窓口☎03-3647-5870へ

※1 清澄・常盤・新大橋・森下・平野・三好・白河・高橋・佐賀・永代・福住・深川・冬木・門前仲町・富岡・牡丹・古石場・越中島・千石・石島・千田・海辺・扇橋・猿江・住吉・毛利・木場・東陽・
新砂(1丁目1番)・南砂(2丁目1番1号～5号・5番～7番)

※2 北砂・東砂4～8丁目・南砂(2丁目1番1号～5号・5番～7番を除く)・新砂(1丁目1番を除く)・新木場・夢の島・若洲

担当地域
対象者

健康・福祉 このほかの記事は7面こうとうインフォメーションに掲載

くらし・しごと・産業 このほかの記事は6面こうとうインフォメーションに掲載

　建て替え等により立ち退きを求められている方や、家賃負担が過重となり、より家
賃の安い転居先を探している方など、住宅にお困りの高齢者世帯・ひとり親世帯・障害
者世帯の方を対象に、民間賃貸アパートや賃貸マンションの空き室情報をご案内しま
す。条件をうかがって情報を提供し、合う場合は家主と契約することができます。
※�契約成立時に契約金の一部を助成する制度もあります（収入要件等あり。契約金・

保証料ともに1回のみ）
※区では物件を確保していないため、相談しても必ず契約できるわけではありません
対●�高齢者世帯　区内在住で65歳以上の一人暮らしの方または65歳以上の方を

　　　　　　含む60歳以上の方で構成する世帯
　●�障害者世帯　 区内在住で身体障害者手帳（1級から4級）、愛の手帳、精神障害者

　　　　　　保健福祉手帳、自立支援医療受給者証（精神通院）の交付を受け

高齢者世帯・障害者世帯・ひとり親世帯へ民間賃貸住宅の空き室情報をご案内　お部屋探しサポート事業
　　　　　　　ている方のいる世帯または精神障害により障害年金を受給し
　　　　　　　ている方のいる世帯

　●�ひとり親世帯　区内在住で扶養する18歳未満の子とひとり親のみの世帯
区役所での相談
日毎週火曜13：00～15：15（予約制・45分以内）  場住宅課（区役所5階2番窓口隣）

［相談員］（公社）東京都宅地建物取引業協会、（公社）全日本不動産協会東京都本部
登録不動産店での相談
　事前に区に申請のうえ、区HPまたは窓口で配布する登録店舗一覧の店舗へご相
談ください。
申住宅課住宅指導係に電話・窓口で
☎03-3647-9473 FAX 03-3647-9268

　皆さんが日ごろ利用されている道路は、区や都などが管理する「公道」と、個
人や企業等が所有・管理する「私道」があります。私道は、所有者の方がその管
理を行うことになっており、地域住民の方々の生活道路としても重要な役割
を担っています。しかし、私道の適切な管理が行われないと、路面の損傷など
により、通行に支障が生じることがあります。私道は個人の財産であり、その

私道の適切な管理にご協力をお願いします 維持管理は所有者の方の責任となりますので、皆さんが安全で快適に暮らせ
るよう、私道の適切な管理にご協力をお願いします。
　区では私道の補修や清掃を直接行うことはできませんが、一定の要件を満
たす私道を対象に、舗装と排水施設の整備費用を助成してい
ます（マンホールの蓋

ふた

のみの補修など、部分的な補修は対象
外）。詳細は区HPをご覧ください。
問道路課工務係☎03-3647-9664 FAX 03-3647-2126

　いつ発生するかわからない大地震に備え、建築物の耐震化を図りましょう。区で
は区内の建築物の耐震化を進めるため、費用の助成等を行っています。各制度に要
件や助成限度額等がありますので、詳細は区HPをご覧いただくか、お問い合わせ
ください。
昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅を対象
老朽建築物除却助成
　耐震性の不足する住宅の除却費用の一部を助成します。
締令和8年1月30日㈮まで

木造住宅の耐震化助成制度
平成12年5月31日以前に着工した木造住宅を対象
木造住宅耐震化助成
　耐震診断士による無料耐震診断の実施や耐震補強計画・耐震補強工事の費用の
一部を助成します。

［無料耐震診断の申請期限］12月26日㈮まで
［耐震補強計画・耐震補強工事助成の完了届提出期限］令和8年1月30日㈮まで
問安全都市づくり課安全都市づくり係
☎03-3647-9764 FAX 03-3647-9009

▲私道整備の助成
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